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(57)【要約】
【課題】連続処理が可能な有機化合物の還元再生方法お
よびそのための還元処理装置を提供する。
【解決手段】還元処理装置１００は、水素吸蔵金属とし
てのパラジウム合金により壁面１１が形成された反応器
１０を有し、前記壁面１１は、水素ガスと接触する内壁
面１１Ａと、有機化合物Ｌが接触する外壁面１１Ｂとを
備える。反応器１０の内壁面１１Ａに連続的に水素ガス
を供給することにより、外壁面１１Ｂで連続的に有機化
合物Ｌが還元される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水素吸蔵金属を用いた有機化合物の還元方法であって、
　前記水素吸蔵金属は、パラジウム合金であり、
　前記パラジウム合金により隔壁が形成された反応器を用いて、
　前記反応器に連続的に水素ガスを供給することにより、前記隔壁の表面で連続的に有機
化合物の還元反応を行うことを特徴とする有機化合物の還元方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の有機化合物の還元方法において、
　前記有機化合物が潤滑油であることを特徴とする有機化合物の還元方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の有機化合物の還元方法において、
　前記潤滑油における基油中の硫黄分が潤滑油基油基準で５０質量ｐｐｍ以下、窒素分が
潤滑油基油基準で５０質量ｐｐｍ以下であることを特徴とする有機化合物の還元方法。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の有機化合物の還元方法において、
　前記有機化合物には、酸化防止剤が含まれることを特徴とする有機化合物の還元方法。
【請求項５】
　有機化合物の還元処理を連続的に行う有機化合物の還元処理装置であって、
　水素吸蔵金属としてのパラジウム合金により隔壁が形成され、連続的に前記隔壁に水素
が供給される反応器を備え、
　前記反応器は、内部に水素ガスの流入が可能な有底の隔壁構造を有するとともに、
　前記隔壁は、水素ガスと接触する内壁面と、有機化合物が接触して還元反応が進行する
外壁面とを備えていることを特徴とする還元処理装置。
【請求項６】
　有機化合物の還元処理を連続的に行う有機化合物の還元処理装置であって、
　水素吸蔵金属としてのパラジウム合金により隔壁が形成され、連続的に前記隔壁に水素
が供給される反応器を備え、
　前記反応器は、水素ガスが内部を通過できる隔壁部材からなり、
　前記隔壁部材は、水素ガスと接触する内壁面と、有機化合物が接触して還元反応が進行
する外壁面とを備えていることを特徴とする還元処理装置。
【請求項７】
　有機化合物の還元処理を連続的に行う有機化合物の還元処理装置であって、
　水素吸蔵金属としてのパラジウム合金により隔壁が形成され、連続的に前記隔壁に水素
が供給される反応器を備え、
　前記反応器は、有機化合物が内部を通過する隔壁部材からなり、
　前記隔壁部材は、水素ガスと接触する外壁面と、有機化合物が接触して還元反応が進行
する内壁面とを備えていることを特徴とする還元処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素吸蔵金属を用いた有機化合物の還元方法およびそのための還元処理装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、有機化合物の水素化反応（還元反応）は、種々の分野で利用されてきた。例
えば、石油のクラッキング反応では、重質油を水素化することによりガソリンや灯油が得
られる。また、不飽和炭化水素を対応する飽和炭化水素に転化する反応にも水素化反応が
利用されている。その他、食用油、潤滑油等の使用により発生する廃油の処理法としても
水素化反応が検討されている。
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　安全かつ高効率で水素化反応を行なう方法としては、パラジウムやパラジウム合金のよ
うな高い水素吸蔵能力を有する金属を用いて水素を保持させ、この水素吸蔵金属を有機化
合物と接触させる方法が知られている。水素吸蔵金属中の水素は活性化されて強い反応性
を示し、水素吸蔵金属自体が水素供給源および有機化合物の水素化触媒として機能する。
【０００３】
　しかしこのような水素吸蔵金属を使用する水素化反応では、金属中に吸蔵できる水素量
に限界があるため、反応の進行に従って吸蔵水素が枯渇し、それ以上の反応が進行しなく
なる。すなわち、いわゆるバッチ式の反応となってしまうため、実験室規模では問題ない
が、工業的規模では連続的な操業が不可能であり、極めて非能率であるという問題があっ
た。
【０００４】
　上記の問題点を解決するために、陽極及び水素吸蔵材料から成るしきり板状の陰極を有
する水電解槽の前記陰極の前記陽極との反対面に有機化合物を接触させながら電解を行な
い、前記陰極で発生する活性水素を吸蔵し、かつ該陰極の陽極との反対面側に透過させた
活性水素により前記有機化合物の水素化を行なう方法および水電解槽が提案されている（
特許文献１参照）。また、食塩を有する水を電気分解して得られた強アルカリ性還元水を
食用油の廃油等に加えて、化学反応によって、天然グリセリンまで還元する方法が提案さ
れている（特許文献２参照）。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１８４０８６号公報　（段落番号００１６、図１）
【特許文献２】特開２００２－１１４９９２号公報　（段落番号００１５、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１記載の技術では、しきり板状の陰極と有機化合物との有効な
接触面積を大きくとることができないので、有機化合物の水素化の効率が、いまだ不十分
であるという問題がある。また、特許文献２記載の技術では、食塩水を混ぜるために、再
度、再生した廃油から分離しなければならず、連続的に処理することができないという問
題がある。
　また、油に添加された酸化防止剤の機能を維持するためには、酸化防止剤を追加して添
加しなければならないが、添加量にも限界があるため、酸化防止剤の機能を保持させる方
法も要望されている。
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、連続処理が可能で、酸化防止剤の機能を保持させることがで
きる有機化合物の還元方法および還元処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達するために、本発明の有機化合物の還元方法は、水素吸蔵金属を用いた有
機化合物の還元方法であって、前記水素吸蔵金属は、パラジウム合金であり、前記パラジ
ウム合金により隔壁が形成された反応器を用いて、前記反応器に連続的に水素ガスを供給
することにより、前記隔壁の表面で連続的に有機化合物の還元反応を行うことを特徴とす
る。
【０００９】
　ここで、有機化合物としては、例えば、二重結合または三重結合を有する脂肪族または
芳香族不飽和炭化水素が挙げられる。具体的には、エチレン、プロピレン、１－オクテン
や２－オクテン、アセチレン、スチレン、キノン等が挙げられる。これらは、対応する飽
和炭化水素に還元され、該還元反応によりそれぞれエタン、プロパン、ｎ－オクテン、エ
タン、エチルベンゼン、ヒドロキノンが生成する。また、パラフィン等の長鎖炭化水素の
結合を水素化により切断し２種類以上の短鎖炭化水素を生成させること（クラッキング）
も可能である。この他に、ベンズアルデヒドの水素化によるベンジルアルコールの生成や
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ニトロベンゼンの水素化によるニトロソベンゼンやアニリンの生成に本発明を適用するこ
ともできる。処理される有機化合物は、液状である必要はなく、ガス状であっても固体で
あってもよい。ガス状の場合は加圧ガスをそのまま、または加圧して反応器にガスを通じ
れば良い。また、固体の場合には、溶媒に懸濁し接触させても良い。
　さらに、本発明における有機化合物としては、潤滑油も好適に挙げられる。潤滑油とし
ては、タービン油、油圧油、圧縮機油、ギヤ油、軸受油、熱媒体油、金属加工油、エンジ
ン油、流体継手のような動力伝達媒体等、使用中のものや、使用後のものをすべて含むも
のである。
【００１０】
　このような本発明によれば、水素吸蔵金属に吸蔵された水素は、有機化合物（例えば酸
化の進んだ潤滑油）と接触した場合にのみ消耗して有機化合物の還元が行なわれる。そし
て、水素ガスが連続的に反応器に供給されることにより水素吸蔵金属が連続的に水素を吸
蔵するので、消耗した分の水素を補って、常に最大吸蔵量に近い量の水素が吸蔵された状
態となる。そして、有機化合物が反応器に連続的に供給されることにより、有機化合物の
連続的な還元処理が可能となる。
【００１１】
　また、水素吸蔵金属としては、パラジウム合金が用いられるので、水素の透過能が極め
て高く、しかも還元反応に対する触媒活性があるため、還元触媒として優れている。特に
、パラジウム・銀合金を用いると、水素の吸蔵および金属中の水素透過に伴うパラジウム
金属の脆化を効果的に抑制することができ、反応器の変形・変質がほとんど生じないので
、長期間の連続還元が可能となる。なお、パラジウム合金の表面にパラジウムブラック表
面処理（塩化パラジウムによる表面処理）を行うと、還元触媒としての活性が向上するの
で好ましい。
【００１２】
　本発明では、水素を外部から供給するので、従来の電気分解法と比べ、水素供給量の調
整が容易となる。また、電気分解法の場合，水の液体範囲である０～１００℃が限界であ
るが、本発明にはそのような制限はなく、およそ－１０～６００℃の範囲で還元処理が可
能である。さらに、電気分解法では、発生する副生ガス(酸素)の処理が問題となるが、本
発明ではそのような必要はない。
【００１３】
　本発明においては、用いる水素ガスとしては、必ずしも純度の高いガスである必要はな
く、水素ガス分圧が０．０１atm以上である混合ガスであれば、十分使用可能である。例
えば、化学工場や製油所からの廃ガスを用いてもよい。
　本発明における前記有機化合物が潤滑油であると、酸化された潤滑油が容易に還元され
、新油に近い状態となるので好ましい。また、潤滑油を還元の対象とする場合、鉱油でも
合成油でもよいが、潤滑油基油中の硫黄分は、潤滑油基油基準で５０質量ｐｐｍ以下、窒
素分が潤滑油基油基準で５０質量ｐｐｍ以下であることが還元反応への悪影響を避ける点
で好ましい。
【００１４】
　本発明では、前記有機化合物には、酸化防止剤が含まれることが好ましい。
　ここで、酸化防止剤としては、例えば、フェノール系酸化防止剤、アミン系酸化防止剤
などに代表されるラジカル反応停止剤、硫黄およびリンを含んでなる過酸化物分解剤など
が挙げられる。
　この発明によれば、有機化合物に酸化防止剤が含まれているので、例えば、酸化防止剤
が有機化合物（酸化された潤滑油等）を還元して酸化防止剤酸化物となっても、上述の還
元反応により容易に元の酸化防止剤に再生される。そして再生された酸化防止剤は再び有
機化合物を還元できるようになる。すなわち、反応機構上、酸化防止剤を介した、酸化還
元サイクルが形成される。それ故、例えば、連続使用される潤滑油に適用した場合に、半
永久的な使用が可能となる。
【００１５】
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　本発明の還元処理装置は、有機化合物の還元処理を連続的に行う有機化合物の還元処理
装置であって、水素吸蔵金属としてのパラジウム合金により隔壁が形成され、連続的に前
記隔壁に水素が供給される反応器を備え、前記反応器は、内部に水素ガスの流入が可能な
有底の隔壁構造を有するとともに、前記隔壁は、水素ガスと接触する内壁面と、有機化合
物が接触して還元反応が進行する外壁面とを備えていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の還元処理装置によれば、水素吸蔵金属に吸蔵された水素は、潤滑油等の有機化
合物と接触した場合にのみ消耗して有機化合物の還元が行なわれる。そして、水素ガスが
連続的に反応器に供給されることにより水素吸蔵金属が連続的に水素を吸蔵するので、消
耗した分の水素を補って、常に最大吸蔵量に近い量の水素が吸蔵された状態となる。そし
て、有機化合物が反応器に連続的に供給されることにより、有機化合物の連続的な還元処
理が可能となる。
　また、この発明によれば、反応器が、水素ガスと接触する内壁面と、有機化合物が接触
する外壁面とを備えているので、この反応器を所定の有機化合物、例えば酸化劣化の進ん
だ潤滑油槽に挿入するだけで、還元処理装置を構成することができる。すなわち、還元処
理装置全体をコンパクトにすることが可能となる。
　さらに、本発明では、反応器の材質としてパラジウム合金を用いているので、上述した
ように水素脆性に対して耐久性があり、反応器の管厚みを薄くできる。従って、反応器を
コンパクトにすることが可能となる。特に、パラジウム・銀合金を用いた場合、管厚みは
、０．０５～１ｍｍの範囲で設定することができる。なお、管厚みをあまり厚くすると、
管壁内部における水素の移動に対して抵抗が大きくなるので１ｍｍ以下とすることが好ま
しい。
【００１７】
　本発明の還元処理装置は、有機化合物の還元処理を連続的に行う有機化合物の還元処理
装置であって、水素吸蔵金属としてのパラジウム合金により隔壁（壁面）が形成され、連
続的に前記隔壁（壁面）に水素が供給される反応器を備え、前記反応器は、水素ガスが内
部を通過できる隔壁部材からなり、前記隔壁部材は、水素ガスと接触する内壁面と、有機
化合物が接触して還元反応が進行する外壁面とを備えていることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の還元処理装置によれば、反応器として、水素ガスが内部を通過できる隔壁部材
からなり、前記隔壁部材は、水素ガスと接触する内壁面を備えているので、水素ガスの流
通が容易であり、隔壁部材への水素の供給速度を高めることが可能となる。それ故、還元
反応をより迅速に行うことが可能となる。さらに、水素ガス濃度が低くても還元反応を円
滑に行うことができる。
　特に、反応器の隔壁部材が管状構造であると、管の長さを調節することにより有機化合
物と接触する面積を調節することが容易となる。例えば、水素濃度の低い排ガスを利用す
る場合などはかなり長くする必要があるが、この発明によれば、管状部材を多数平行に並
べるか、あるいは、螺旋状にするなど種々の配置を取ることが可能である。
【００１９】
　本発明の還元処理装置は、有機化合物の還元処理を連続的に行う有機化合物の還元処理
装置であって、水素吸蔵金属としてのパラジウム合金により隔壁が形成され、連続的に前
記隔壁に水素が供給される反応器を備え、前記反応器は、有機化合物が内部を通過する隔
壁部材からなり、前記隔壁部材は、水素ガスと接触する外壁面と、有機化合物が接触して
還元反応が進行する内壁面とを備えていることを特徴とする。
【００２０】
　本発明の還元処理装置によれば、反応器として、潤滑油等の有機化合物が内部を通過で
きる隔壁部材からなるので、有機化合物の流通が容易であり、還元反応を円滑に行うこと
ができる。
　特に、上述の隔壁部材が管状構造の場合、例えば、工場内など各所で生成した酸化劣化
物をパイプラインにより繋いで還元処理装置に導入することができ、結果として還元処理
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装置を有効に活用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。本実施形態における有機化
合物は潤滑油である。
〔第１実施形態〕
（還元処理装置の構成）
　図１に、本発明の第１実施形態に係る還元処理装置１００を概念的に示す。
　還元処理装置１００は、その内部に反応器１０を備えている。反応器１０は、内部に水
素ガスの流入が可能な有底の管状であり、その壁面１１は、水素吸蔵金属であるパラジウ
ム・銀合金により形成されている。この反応器１０は、還元対象である潤滑油Ｌ、Ｌ’が
流入および流出可能な有底円筒状の液体槽５０の内部に挿入されている。潤滑油Ｌは、酸
化の進んだいわゆる劣化潤滑油であり、潤滑油Ｌ’は、還元反応により再生された再生潤
滑油である。また、反応器１０の壁面１１は、水素ガスと接触する内壁面１１Ａと、潤滑
油Ｌが接触して還元反応が進行する外壁面１１Ｂとを備えている。
【００２２】
　なお、潤滑油としては、タービン油、油圧油、金属加工油、エンジン油、潤滑油等の使
用中のものや、使用後のものでもよい。また、鉱油であっても合成油であってもよい。用
いる水素ガスとしては、必ずしも純度の高いガスである必要はなく、水素ガス分圧が０．
０１atm以上である混合ガスであれば、十分使用可能である。例えば、化学工場や製油所
からの廃ガスを用いてもよい。
【００２３】
　前記劣化潤滑油Ｌには、酸化防止剤が含まれている。酸化防止剤としては、フェノール
系酸化防止剤、アミン系酸化防止剤などに代表されるラジカル反応停止剤、硫黄およびリ
ンを含んでなる過酸化物分解剤が使用できる。
　フェノール系酸化防止剤やアミン系酸化防止剤としては、下記式（１）～（６）に示す
ものが好適に使用できる。
【００２４】

【化１】

 　式中、Ｒ１～Ｒ１６は、各々独立して水素原子、炭素数１～２４の直鎖アルキル基ま
たは分岐アルキル基、あるいは、式－（ＣnＨ2n）－ＯＣＯＲ（ここで、ｎは１～８の整
数、Ｒは直鎖アルキル基または分岐アルキル基）で示される置換基である。
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（還元処理装置１００の作用）
　図１に示すように、酸化の進んだ劣化潤滑油Ｌは、液体槽５０に流入すると、反応器１
０の外壁面１１Ｂに接触する。一方、水素吸蔵金属としてのパラジウム・銀合金からなる
反応器１０には、外部から水素ガスが連続的に供給されており、反応器１０の内壁面１１
Ａに一旦吸着した水素分子は外壁面１１Ｂに浸透していく。そして、外壁面１１Ｂの表面
で、活性化された水素により劣化潤滑油Ｌの還元反応が進行し、還元された潤滑油Ｌ’が
液体槽５０から流出していく。ここで、液体槽５０の中に、例えばフェノール系酸化防止
剤の酸化型（キノン構造体）が液体中に存在する場合には、優先的に、キノン構造体の還
元反応が起こり、当初のフェノール系酸化防止剤が再生する。そして、再生したフェノー
ル系酸化防止剤は、劣化潤滑油Ｌを還元して再生潤滑油Ｌ’とする。
【００２６】
　上述の実施形態によれば、以下のような効果を奏する。
（１）水素吸蔵金属であるパラジウム・銀合金に吸蔵され活性化された水素は、劣化潤滑
油Ｌの還元反応に供され消費される。すなわち、活性化水素により劣化潤滑油Ｌは、還元
されて、新油に近い再生潤滑油Ｌ’となる。そして、水素ガスが連続的に反応器１０に供
給されることによりパラジウム・銀合金が連続的に水素を吸蔵するので、消費された分の
水素を補って、常に最大吸蔵量に近い量の水素がパラジウム・銀合金に吸蔵された状態と
なる。そして、劣化潤滑油Ｌが反応器１０に連続的に供給されることにより、再生潤滑油
Ｌ’への連続的な還元処理が可能となる。
【００２７】
（２）反応器１０は、水素ガスの流入が可能な有底の管状であるとともに、水素ガスと接
触する内壁面１１Ａと、潤滑油Ｌが接触する外壁面１１Ｂとを備えている。それ故、反応
器１０を、液体槽５０に挿入するだけで、還元処理装置１００を構成することができる。
すなわち、還元処理装置１００全体をコンパクトにすることが可能となる。
【００２８】
（３）また、上述のようにして劣化潤滑油の還元が行われることにより、酸化防止剤によ
る酸化劣化抑制の負荷が軽減され、酸化防止剤の機能が従来よりも長時間持続される。さ
らに、フェノール系酸化防止剤のようなラジカル反応停止剤として機能する酸化防止剤が
添加されていた場合、酸化劣化した酸化防止剤自体も還元され、機能が回復する。例えば
、前記した酸化防止剤を含有する潤滑油を、還元処理装置１００を通して循環させること
により、酸化された潤滑油の再生が可能となり、実質的に潤滑油の半永久的な使用も可能
となる。
　以下に、この酸化－還元サイクルを模式的に示す。
【００２９】
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【化２】

【００３０】
（４）水素吸蔵金属として、パラジウム・銀合金を用いているので、水素の透過能が極め
て高く、内壁面１１Ａから外壁面１１Ｂへの水素移動が速やかに起こる。また、パラジウ
ム・銀合金は、還元反応に対する触媒活性が非常に高い。それ故、劣化潤滑油Ｌの還元が
効率的に進む。さらに、パラジウム・銀合金は、水素脆性に対する抵抗力が強く、水素に
よる変質が少ないので、反応器１０の物理的構造が長期間に渡って変化しない。
【００３１】
（５）本実施形態では、水素を外部から供給することで、従来の電気分解法と比べ、水素
供給量の調整が容易となる。また、電気分解法の場合，水の液体範囲である０～１００℃
が限界であるが、本実施形態にはそのような制限はなく、およそ－１０～６００℃の範囲
で還元処理が可能である。さらに、電気分解法では、発生する副生ガス(酸素)の処理が問
題となるが、本実施形態ではそのような必要はない。
ない。
【００３２】
〔第２実施形態〕
　本発明の第２実施形態は、第１実施形態における反応器１０（図１）を、図２、３に示
すような構造の反応器２０、３０に代えたものである。すなわち、反応器２０、３０は、
いずれも水素ガスが内部を通過する管状部材であり、水素ガスと接触する内壁面２１Ａ、
３１Ａと、劣化潤滑油Ｌが接触して還元反応が進行する外壁面２１Ｂ、３１Ｂとを備えて
いる。ここで、反応器２０、３０は、劣化潤滑油Ｌおよび再生潤滑油Ｌ’が流入および流
出可能な円筒状の液体槽６０、７０の中に配設されている。また、液体槽６０、７０も反
応器２０、３０と同様の環状構造である。なお、反応器３０は、液体槽７０の中で折り畳
み構造を取っている。
　劣化潤滑油Ｌは、反応器２０、３０の入口６１、７１から流入し、反応器２０、３０の
外壁面２１Ｂ、３１Ｂで還元された後、再生潤滑油Ｌ’となって出口６２、７２から流出
する。
【００３３】
　前記した実施形態によれば、第１実施形態における効果（１）、（３）、（４）および
（５）に加えて、以下のような効果を示す。
（６）反応器２０、３０が管状であるとともに内部を水素ガスが通過できる構造であるの
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で、管の長さを調節することにより有機化合物と接触する面積を調節することが容易とな
る。例えば、水素濃度の低い排ガスを利用する場合などはかなり反応器を長くする必要が
あるが、反応器２０、３０を用いる場合には、単に長さを長く取ればよい。
（７）特に、反応器３０においては、液体槽７０の中で折りたたみ構造を取っているので
、液体槽７０をコンパクトにでき、結果として還元処理装置全体をコンパクトにできる。
【００３４】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲での変形、改良は、本発明に含まれるものである。
　例えば、前記各実施形態では、反応器１０、２０、３０は、断面円形の管状部材であっ
たが、これに限られず、断面形状が三角形状、四角形状、五角形状等の多角形状でもよく
、楕円形状等の形状でもよい。
　第２実施形態では、２つの構成例を図示したが（図２、３）、管状部材を多数平行に並
べるか、あるいは、螺旋状にするなど種々の配置を取ることも可能である。
　第２実施形態の図２、３では、水素ガス（Ｈ２）と潤滑油Ｌ、Ｌ’は同方向に流れてい
るが、対向流としてもよい。
　さらに、第２実施形態において、水素ガスと潤滑油Ｌ、Ｌ’は逆でもよい。すなわち、
反応器２０、３０の内部に潤滑油Ｌ、Ｌ’を流し、反応器２０、３０の外側に水素ガスを
流してもよい。
　その他、本発明を実施する際の具体的な構造および形状等は、本発明の目的を達成でき
る範囲内で他の構造等としてもよい。
【実施例】
【００３５】
　以下、実施例および比較例を挙げて、本発明をより具体的に説明する。なお、本発明は
実施例の内容に限定されるものではない。
〔実施例１〕
　図４に、第１実施形態における還元処理装置１００を具体化して示す。本実施例におけ
る還元処理装置１００は、反応器１０と、反応器１０が内部に挿入された液体槽５０と、
潤滑油Ｌ、Ｌ’を貯蔵する貯蔵槽１５０と、劣化潤滑油Ｌを貯蔵槽１５０から液体槽５０
に送るための配管１５１と、液体槽５０から再生潤滑油Ｌ’を再び貯蔵槽１５０に戻すた
めの配管１５２と、水素ガス（純度９９．９質量％）が充填された水素ボンベ１６０と、
水素ガスを、反応器１０に送るための配管１６１と、配管１６１内のガス圧を調節するた
めのリークバルブ１６２とを含んで構成される。なお、第１実施形態で説明した内容は省
略する。
【００３６】
　この還元処理装置１００を使用して、酸化（劣化）後の潤滑油の還元反応を行った。そ
の際の条件は以下の通りである。
１）反応器１０（還元触媒(水素透過触媒)）
　　パラジウム７７質量％／銀２３質量％からなる合金製で、有底の環状構造である。
　　（内径　９．５ｍｍ、外径：１１．５ｍｍ、長さ２００ｍｍ）
２）潤滑油の循環流量
　　４５０ｍＬ／ｈ
３）潤滑油の処方
　鉱油(150ニュートラル油)：９９質量％
　酸化防止剤(4,4-dihydroxy-3,3,5,5-tetra-tert-butylbiphenyl)：１質量％
４）水素ガス
　純水素ガス(純度９９．９質量)を水素ボンベ１６０より供給した。
５）水素ガスの流量とガス圧
　流量：１Ｌ／ｈ
　ガス圧：０．１１ＭＰａ
６)潤滑油の還元方法
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　酸化触媒である鉄板と銅版を貯蔵槽１５０内の潤滑油に浸漬し、その後、上記の条件で
潤滑油を連続的に反応器１０に送って還元処理（６０℃）を行い、処理後の潤滑油を貯蔵
槽１５０内に戻し循環させた。貯蔵槽内の潤滑油は１００℃に保ち、７２０時間循環を行
った後の潤滑油を試料油とした。
【００３７】
〔実施例２〕
　実施例１における反応器の管表面にパラジウムブラック表面処理（塩化パラジウムによ
る表面処理）を行った以外は、実施例１と同じ条件で潤滑油の劣化、ならびに還元再生処
理を行った。
【００３８】
〔比較例１〕
　実施例１において、水素ガスを反応器に供給しない以外は、実施例１と同じ条件で潤滑
油の劣化、ならびに還元再生処理を行った。
【００３９】
〔比較例２〕
　実施例１において、反応器の材質として、パラジウム・銀合金の代わりに純パラジウム
（純度９９．９質量％）を使用する以外は、実施例１と同じ条件で潤滑油の劣化、ならび
に還元再生処理を行った。
【００４０】
〔還元再生レベルの評価方法〕
　上記した各実施例、比較例により得られた試料油を、潤滑油の酸化防止能評価試験であ
るロータリーボンベ酸化試験（ＪＩＳ　Ｋ　２５１４）により評価した。評価基準として
は、封入酸素圧が、初期封入圧より１７５ｋＰａ減少するまでの時間（ＩＰ値）を用いた
。また、還元再生処理前後の反応器（還元触媒（水素透過触媒）であるパラジウム管）の
外観観察も行った。評価結果を表１に示す。なお、参考例として新油のＩＰ値も併せて示
す。
【００４１】
【表１】

【００４２】
〔評価結果〕
　表１の結果より、実施例１、２ともに、７２０時間の還元再生処理を行った後の試料油
は、いずれも新油とＩＰ値があまり変わらず、劣化潤滑油が新油なみに再生されているこ
とがわかる。また、反応器も変形・変質が認められない。一方、比較例１は、水素ガスを
反応器１０に供給しないので、潤滑油の酸化（劣化）が激しい。また、比較例２は、還元
触媒として純パラジウムを用いた例であるが、反応器の変形・変質が認められる。なお、
参考までに、比較例２において、上記再生処理試験後の反応器の写真を図５、６に示す。
　従って、本発明によれば、簡便な装置により、長期間にわたって潤滑油を連続使用でき
ることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、同一の潤滑油を循環供給するような長期間使用する潤滑システムに利用でき
る。例えば、エンジンなどの内燃機関、流体継手やオートマチックトランスミッションに
代表されるトルク伝達装置、すべり軸受、転がり軸受、流体軸受、コンプレッサーなどの
圧縮装置、チェーン、歯車、油圧、真空ポンプ、時計部品、ハードディスク、航空機や人
工衛星等の航空宇宙機器、モータ機器、切削、プレス、鍛造などの金属加工、熱処理用、
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る。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施形態に係る還元処理装置を示す概略図。
【図２】本発明の実施形態における反応器を示す概略図。
【図３】本発明の実施形態における反応器を示す概略図。
【図４】本発明の実施例における還元処理装置を示す図。
【図５】本発明の実施例における再生処理後の反応器（比較例２）を示す写真。
【図６】図５の拡大写真。
【符号の説明】
【００４５】
１０、２０、３０…反応器
１１…壁面
１１Ａ、２１Ａ、３１Ａ…内壁面
１１Ｂ、２１Ｂ、３１Ｂ…外壁面
５０、６０、７０…液体槽
６１…入口
６２…出口
１００…還元処理装置
１５０…貯蔵槽
１５１、１５２、１６１…配管
１６０…水素ボンベ
１６２…リークバルブ
Ｌ…（劣化）潤滑油
Ｌ’…（再生）潤滑油
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